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建設経済常任委員会 

 

令和３年１１月２６日（金曜日）午前１０時５５分開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 田 村 正 宏  副 委 員 長 益 子 丈 弘  

委 員 堤   正 明  委 員 齊 藤 誠 之  

委 員 平 山   武  委 員 松 田 寛 人  

委 員 眞 壁 俊 郎    

 

欠席委員（１名） 

委 員 室 井 孝 幸   

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

農務畜産課長 渡  辺  直 次 郎 農業振興係長 青  木  洋  人 

 

出席議会事務局職員 

書 記 室  井  理  恵   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．報告事項 

    道の駅「湯の香しおばら」地域資源総合管理施設整備計画に係る令和２年度事業の検証について 

  ３．協議事項 

   ⑴１２月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

   ⑵その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時５５分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 それでは、皆さん御苦労さまです。 

  建設経済常任委員会を開会をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎報告事項 

○田村委員長 早速ですが、報告事項ということで、

道の駅「湯の香しおばら」地域資源総合管理施設

整備計画に係る令和２年度事業の検証についてと

いうことで、農務畜産課より報告をお願いいたし

ます。 

  課長。 

○渡辺農務畜産課長 （道の駅「湯の香しおばら」

地域資源総合管理施設整備計画に係る令和２年度

事業の検証について説明。） 

○田村委員長 係長。 

○青木農務畜産課農業振興係長 （道の駅「湯の香

しおばら」地域資源総合管理施設整備計画に係る

令和２年度事業の検証について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりました。 

  質疑があれば、質疑お願いいたします。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、資料２のさっきのＫＰＩ

のところなんですけれども、これすごく見づらい

ですね。説明が見づらい。これ自分たちが立てる

目標数値というのは、これはいつ立てられたんで

すか。 

○田村委員長 係長。 

○青木農務畜産課農業振興係長 こちらは、計画の

申請は平成30年の時点ですね。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 当時は多分その先も見越して、この金

額、言い方悪いんですけれども、この金額程度だ

ったのかなと。実際、アグリパル運営されている

方、５億目指すんだと言っているのにもかかわら

ず、これ４億で設定していると、あっという間に

クリアできてしまうんじゃないかという、緩い数

値指標になっちゃうんじゃないかと思っているん

ですね。実際、雇用ももう５人。来年度ゼロ人だ

って達成は達成ですよね。そういったところの指

標に関しては、これにだけ取りあえず合わせてや

っていればいいというふうに今後もやっていくの

か、その辺というのは分かるんですか。 

○田村委員長 係長。 

○青木農務畜産課農業振興係長 そうですね。ちょ

っと緩めの、委員御指摘のとおりなんですけれど

も、取りあえず、まず５年度はまずこの辺を目指

していくことですので、今後は、さらにこれで満

足せずに、どんどんクリアしていくというところ

でございます。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、見直しはしないというこ

となんですか。例えばもう全部達成しちゃったよ

となっちゃったら、４年目、５年目は見直しせず

にこのままやるんですかということを聞きたい。

すごく令和３年経済が回りだして、４年度になっ

たら、売上げとっくに４億超えちゃいましたとな

っちゃったときに、５年度もこのまま検証するの

かというのをちょっと聞きたかったんですけれど

も。 

○田村委員長 係長。 

○青木農務畜産課農業振興係長 そうですね。こち

らの検証につきましては、確かにもう既に、例え

ば２年目で達成してしまった場合はどうするかと

いう話もありますので、ちょっと、こちら国のほ

うにちょっと報告している関係もございますので、

国のほうには確認してみたいと思うんですが、も
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し、このまま変わらないとしましても、ちょっと

我々としては、新たな別の目標を定めながら、進

めていかなくてはいけないのかなと思っておりま

す。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 両方立てておいた方が、多分、これ国

用ですと言ってくれれば、分かりましたとなると

思うんで、了解です。 

○田村委員長 ほかにはございますか。 

  副委員長。 

○益子副委員長 何点か伺いたいところあるんです

が、まず、この概要の中で、４の概要のところで、

こちらにあるように、活用を全面的に見直し、６

次産業化の拠点として改修、再整備を行うことで、

観光客等の集客、滞在促進機能や、地元の農畜産

物の高付加価値化、販路拡大を通じて地域活性化

につなげる。そこのくだりの部分で、やっぱり地

元農畜産物の高付加価値化、販路拡大のというと

ころというくだりの部分で、恐らくこの検証の中

で、資料の４ページにあります委員さんの話と、

３ページに関わってくるところなんですが、３の

ところだと、係長の御説明ですと、特に意見はな

かったというようなお話だったと思います。 

  その中で、例えばこの先ほどの最初の冒頭私が

申しあげていたところの地元農産物の高付加価値

とか、販路拡大の地域活性化という部分になると、

この委員さんなんかも、選ばれてしまった部分が

あるんですが、生産現場とか、そういった人たち

が入っているのかなと思って見たところ、農業協

同組合のほうで、１名、農業に携わる方という形

でいるんですが、実際に現場を見知っている方と

いうのはいらっしゃらないですよね。そうすると、

例えば先ほどの齊藤委員の話にもありましたとお

り、例えばケーキ屋の部分で、１年目はコロナで

あった部分があるんですが、動き出した中でこの

数値目標は達成した。その中でも、今後どうして

いくんだということにつながっていくんですが、

そういった意見を、例えば集約して、今後の収益

につなげていく。売上げのほうを上げていくとい

うふうには、やはりこういった他団体の視点とし

てももちろん大切なんで、これは否定しないんで

すが、生産者現場の目線というのも入れていかな

いと生産者現場を抜きにして話が進んでしまうと、

目標というのは、なかなか、現実、地に足がつい

たものというのは難しいと思うんで、ただ、売上

げだけ伸ばしていけばいいとなると、先ほど齊藤

委員が指摘されたように、お金だけ、国のほうに

まとまっているから、このままで計画はいいやと

なっても、その国の方針が、うまく国のほうでは

オーケー、クリアしましたよとなったときに、例

えば残った施設などを活用して、これから本市に

わたっては有効活用していく。特に地場産業であ

ったりとか、地域産業振興していく部分の中で、

その目標だけじゃなくて、新たに例えば農業者目

線にしてみるとか、そういった方々の意見なんか

も集約するためには、やはりこういったところに

落とし込んでいって、例えば６次産業の実践者で

すとか、地域農業者の代表とか、今後の若手の人

の視点とか、そういった委員さんなんかも入れて、

そういったものを含めて検証していかないと、全

然外部団体の人たちだけで意見を集めても、そう

いった意見は出てくるのかもしれないけれども、

専門的なことを議論したらどうなのといったとき

に御意見なんかは出ないのかなと思うんですね。

そういった視点なんかどうお考えなのか、ちょっ

とお伺いするんですが。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 この検証委員会の組織につい

ては、今回農務畜産課は、このアグリパル塩原の

事業なんですけれども、市全体のいろんな部署が



－74－ 

この今回の地方創生拠点整備交付金を活用して事

業を進めているというところで、企画部のほうが、

まとめてまち・ひと・しごと創生推進懇談会のメ

ンバーを検証委員会に振り替えて事業検証を行っ

ているというところで、ちょっと農業面の団体と

か、ちょっと少ないという部分がありますので、

その辺はもう一回、ちょっと企画部のほうと詰め

て、改めて追加できるのかどうかとか、あとは、

別の形で検証できるのかとか、それをちょっと詰

めていきたいかなと。 

○田村委員長 副委員長。 

○益子副委員長 今の課長から、前向きな御答弁い

ただいたんですが、まさに私も先ほどの齊藤委員

とかぶるところなんですが、ここはやはり国の部

分と、今後のことを推進していく部分。これから、

別の道の駅なんかも、青木なんかも推進していく

という計画が出ていますが、それにも絡んでくる

と思うんです。やはり地元の目線というか、生産

者現場の目線を入れていかないと。やはり国の部

分はそれで、このメンバーで結構ですが、今、概

要説明をお聞きすると、他部局が設定したものを

そのまま利用しているということなんで、なかな

かそういったことだと、このメンバーの選定は難

しかったのかなという理解するところなんですが、

改めて、この本旨というものを捉えて、今後のこ

とを考えた上では、やはりそういった現場の目線

ですとか、そういった目線なんかも入れて、実際

に巻き込んでそういった活動をしていかないと、

せっかく計画をしても、達成してしまったらそれ

で終わりとか、あとは、実際こういった課題があ

ったよねというのを、専門的な知識から見れば、

あ、ここちょっともうちょっと直しようがあった

よねとか、いろいろ、これはちょっと難しいねと

か、いろいろそういった具体的な意見が出てくる

と思うんですね。そうしないと、やはりさっきの

資料３にあるとおり、せっかくこういった有意義

な会を開いても、なかなかそういった意見が出て

こなくて、何回も年にそんなに検証はないと思う

んですが、限られた会議の中で、意見が出なかっ

たからはい終わりということじゃなくて、そうい

ったものを踏まえて幅広い視点で入れていって、

今後に続けていかないと、例えばこの計画なんか

も、今の段階だと、コロナでストップした中で、

動き出した中でプラスになっていて、いい方向に

進んでいるのは、右肩に上がっているのは分かる

んですが、それをずっとそのままで、いいかとい

ったときに、経済が動いていて、ある程度底打ち

したときなんかは、なかなかそういうところない

と思うんですね。 

  そうすると、例えばこの計画の中だと、係長の

御説明の中で、こういった５か年の中で、例えば

目標の設定されていますよね。①の部分です。そ

の中で、なかなかこの根拠的なものも併せて伺い

たいんですが、そこら辺はどういった視点なんで

しょうか。 

  これは資料２のほうです。資料２の①、②とか。 

○田村委員長 係長。 

○青木農務畜産課農業振興係長 まず、この売上額

につきましては、まず基準値が平成30年で３億ち

ょっとという形なんですけれども、これはやはり

これまでの過去の売上の推移も見ながら、今後目

標値につきましては、現実的な数字というんです

か、あまりにも上げ過ぎないような形で、過去の

数値を見ながらの、５年後は４億円を目指してい

くという数値でこのような形で計画をさせていた

だいたというところなんですけれども。 

○田村委員長 ほかにありますか。 

  平山委員。 

○平山委員 確認しますけれども、一応この計画と

いうのは国に対しては、補助金もあったりその辺
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のこともあるので、縛りがあるんですよね。それ

に基づいて出さないと、現実的なのを出さないと、

あまり特殊な高いのを出しても、実績がいかない

といろいろ国の指導というか、何かそういうのが

あるという、それで困るわけでしょう。 

  実際はチャンスがあれば、売上げ上げたほうが

いいんだよね。そうですよね。できれば、市のほ

うもできれば、手放すというんじゃないけれども、

できるだけ逆に利益を上げてもらいたいという方

向にいくわけなので、やっぱり齊藤委員も先ほど

言ったように、それは、国の５年間とか、いろん

な建物、西那須野地区もありますよ。博物館も、

あとは５年とか10年、何もつくれないとか。いろ

んな規約があるんだよね。10年間駄目とかね。や

っぱりそういうのがある中で、伸びることで国が

怒るということはあり得ないと思うんだけれども、

何かまずいのか。そういうことはないでしょう。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○平山委員 ですから、それだったらこちらで、齊

藤委員がさっき言ったように、いろいろな指導を

して、これで満足じゃなくて、もっと伸ばしてく

ださいよと、利益が出れば、もっとお互いにウィ

ンウィンになるわけだから、そういうことをやっ

たようにしていかないと、また型どおりになっち

ゃって、しばりがあるみたいな感じになっちゃっ

ているけれども、国は国でいいでしょう。余った

ら何でと、逆に文句言えばいいでしょう。努力し

ているのだから、下がったら質疑を受けるんだか

ら、低くやったほうがいいんだけれども、もうこ

こまで来て、結構実績が、コロナで影響があるん

だから、しっかりとその辺は指導していってやっ

たほうがいいんじゃないのか。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 前向きな御意見ありがとうご

ざいます。 

  初めのもちろん設定が引っかかったたなという

のが、今、ちょっと思っているところがあるんで

すけれども、もちろん国のほうの書類上の達成率

というのはクリアしたとしても、市としては、や

はり指定管理者として運営しているという部分も

ございますので、もちろん国の評価報告して、改

めて御意見とかまとめて、やはり事業者と売上げ

とか、もちろん雇用者の数もそうなんですけれど

も、やはりこの書類とは別で、改めて目標を立て

ながら、運営していく必要があると思います。 

 もちろん、今回の意見も添えて、相談していきた

いと思っています。 

○田村委員長 平山委員。 

○平山委員 このメンバーでは、副委員長も言った

ように、無理でしょう。見てもただ数字だけ見る

だけで。 

○田村委員長 民間なんかは、目標というのは、ジ

ャンプして届くか届かないところぐらいにしない

と、絶対進展していかないから。もういっちゃっ

ているから、停滞的になっちゃうけれども。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 お金だってまだまだ回収するまで時間

かかりますよね。それも聞きたかったんです。結

局単独でも支出出してるんですよね。 

○田村委員長 農務畜産課長。 

○渡辺農務畜産課長 工事費は、国の交付金はやっ

ぱり２分の１です。 

○齊藤委員 半分は出しているんですね。だから、

その分回収してもらって、さらに指定管理料回収

してもらわなきゃならないんで、市で出しっぱな

しではなく。だから、そんなんじゃないよという

話になればいいなということで、ぜひ。 

○田村委員長 ぜひ、上方修正した思い切った目標

を片一方で掲げていただければ。 

  あとはいいですか。 
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〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○田村委員長 それでは、３の協議事項に入ります。 

  ⑴12月定例会議における委員会の運営について、

事務局から説明をお願いします。 

  事務局。 

○室井書記 （12月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○田村委員長 ということですので、よろしくお願

いいたします。 

  それでは、⑵その他に入ります。 

○田村委員長 （視察について。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○田村委員長 それでは、４のその他ですね。その

他でございますが、事務局のほうからお願いしま

す。 

○室井書記 （事務連絡。） 

○田村委員長 それでは、皆様から何かあれば。 

〔「なし」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○田村委員長 なければ、建設経済常任委員会を終

わりたいと思います。ありがとうございました。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時３２分 
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建設経済常任委員会及び予算常任委員会（第三分科会） 

 

令和３年１２月６日（月曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（７名） 

委 員 長 田 村 正 宏 副 委 員 長 益 子 丈 弘 

委 員 堤   正 明 委 員 齊 藤 誠 之 

委 員 平 山   武 委 員 松 田 寛 人 

委 員 眞 壁 俊 郎   

 

欠席委員（１名） 

委 員 室 井 孝 幸   

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

市民生活部長 磯        真 
廃 棄 物 対 策 
課 長 

大  野     薫 

廃 棄 物 対 策 
課 長 補 佐 兼 
施 設 係 長 

松  本  仁  志 
一 般 廃 棄 物 
対 策 係 長 

伊  藤     靖 

産 業 廃 棄 物 
対 策 係 長 

豊  田  幸 太 郎 
気候変動対策 
局 長 

黄  木  伸  一 

気候変動対策
局 主 幹 

相  樂  尚  志 
気候変動対策 
局 主 査 
（ 係 長 級 ） 

向  井     崇 

産業観光部長 冨  山  芳  男 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○田村委員長 皆さん、おはようございます。 

  本年最後の常任委員会となります。よろしくお

願いいたします。 

  ただいまから12月定例会議の建設経済常任委員

会及び予算常任委員会（第三分科会）を開会いた

します。 

  ただいまの出席委員は７名でございます。室井

委員より本日欠席する旨の届出がありました。 

  審査の日程及び審査順は、次第のとおりとしま

す。 

  今定例会議におきまして、当委員会が審査すべ

き案件は、条例の制定及び一部改正案件３件、指

定管理者の指定案件２件、市道路線の認定案件１

件の合計６件であります。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査する案件は、補正予算案件１件であります。予

算に関する案件につきましては、関係所管課のと

ころで随時分科会に切り替えて審査を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行へのご協力をお願い申し上げまし

て、挨拶といたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民生活部の審査 

○田村委員長 それでは、次第２、審査事項に入り

ます。 

  まず、市民生活部の審査に入ります。 

  初めに、市民生活部長から御挨拶をお願いしま

す。 

  部長。 

○磯市民生活部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎廃棄物対策課の審査 

○田村委員長 ただいまから廃棄物対策課の審査に

入ります。 

  廃棄物対策課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８９号の説明、質疑、討

論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第89号 那須塩原ク

リーンセンター長期包括運営事業者等選定委員会

条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○大野廃棄物対策課長 （議案第89号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今言った学識経験者のところ、弁護士

さん等々と言ったんですけれども、これって結構

クリーンセンターの内部なので、相当偏った知識

がないと選定委員としては結構難しいのではない

のかなと思うんですけれども、今言ったとおり大

体リストはでき上がっているのどうかお伺いした

いと思います。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 候補者につきましては、長

期包括運営事業につきまして現在５か年中でやっ

ているんですが、そのときにも同様の委員、専門

的な知識を持っている方をお願いしまして、団体
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の顧問という方が全国都市清掃会議の技術顧問を

やられている方で、その同じ方も今時点で一応内

諾はいただいておりますので、そういったかなり

専門的な知識を有する方を一応確保できているよ

うな形かと考えております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解いたしました。５年前に多分この

長期包括始めたので、今回条例載せたのは初めて

その包括の内容をやっていくからということで条

例追加ということでよろしいでしょうか。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 こちら条例の制定につきま

しては、委員会自体どういった形という形がある

かと思うんですけれども、こちらを設置を検討す

るに当たって、附属機関、直接的市の業務ですと

かそういったところに影響があるような附属機関

を設置する場合には、条例で設置すべきではない

かというようなちょっと事例といいますか、判例

が出てきまして、確定ではないようなんですが、

そういったこともございまして、であればきちん

と条例化したもので委員会を設置して行いたいと

いうことで、今回上程させていただいたものであ

ります。 

○田村委員長 それでは、眞壁委員。 

○眞壁委員 今のところちょっと同じ点ですが、令

和５年からの包括のためのという形なんですが、

前回はこれやってなかったと思うんですけれども、

その辺で今回もう一度作ったという理由ですか、

その辺をちょっと詳しくお願いしたいんですが。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 こちら前回委員会という形

式はとってはいたんですけれども、先ほどもちょ

っとご説明させていただきましたが、他自治体で

すとかそういったところの判例で費用を報酬とし

てお支払いする、謝金ではなくて報酬としてお払

いするべきものではないかという判例が出てきた

ものですから、内容を精査したところやはり附属

機関として位置づけをしまして、非常勤の職員と

してきちんとした報酬条例の中身に基づいて支払

いするような委員会をしっかり設置した形でやり

たいというようなことで、今回委員会のほうの設

置のほうの条例として出させていただいたものに

なります。 

○田村委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 もう１点だけ、市の職員が１人入るよ

うな形になっていますが、この辺はどのように考

えているかお願いします。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 市の職員１名につきまして

は、市民生活部長を想定しております。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  副委員長。 

○益子副委員長 ご説明いただきましてありがとう

ございます。 

  お伺いしたい点は２点あるんですが、まず１点

目でございます。この委員会が開催される回数な

どが規定などがございましたらお伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 こちらの委員会ですけれど

も、想定させていただいていますのが本年度中に

１回、来年度中に２回開催を予定しております。 

○田村委員長 副委員長。 

○益子副委員長 ご説明いただきました。 

  それでは、具体的にこの会議で委員会の中でど

のような内容が話されるのか、分かる範囲で結構

ですので、お伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 まず、本年度の１回につき

ましては、今年度内ということになるんですけれ

ども、その中身としましては、来年度令和４年度
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の際に業者の選定を進めるに当たりまして、どう

いった基準で選定すべきかというような内容をあ

る程度の原案をこちらで作ったものを委員の皆さ

んに中身を見ていただくようなものになります。

それ以降は二度目、三度目につきましては、さら

にその内容を精査したもので募集をかけた状況と

三度目につきましては、実際の審査を行っていた

だくというような内容を想定しております。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  平山委員。 

○平山委員 大体関連しますけれども、いろいろ随

契みたくなっちゃったりそういう問題もあってな

かなか新しい業者入れづらい、既得業者がやれる

というのがあって、過去にもそういう例があって、

やはり内部のほうでしっかりどういう工事をやる

とか、専門的な知識でそれをやらないと意外に業

者が直さなくていいところを直したり既定的にそ

ういうことも過去にあるので、そういうものも含

めてしっかりとこれ委員会という形にして、しっ

かりとそういうものも含めて専門の先生方とあれ

して、そこまで詰めるという形ですか。ただ業者

の選定だけということではなくて、そのぐらいの

気持ちでやっていくと、過去に聞くと意外に予算

で何億も、いろいろ業者と詰めたら何億も下がっ

たとかいろいろなことありましたね。そういうこ

とを防ぐためのやつなのか、そんなことも含めて

その辺の考え方を。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 議員からもご指摘あったよ

うに、業者の言いなり的な予算になってしまうの

ではないかというご意見かと思うんですけれども、

まず今の時点でそちらの実際の業務を出すに当た

って、コンサルも入っていただきましてかなり精

査をしているところです。 

  また、前回の事例になるんですが、今の包括的

な業務委託をする際に実は一つ業者から提案があ

ったものがございました。ただその内容が委員会

の委員から指摘ございまして、行政にとっては逆

に有利ではないんではないかということで、業者

側からは無償でやりますよという提案があったん

ですが、逆に委員会のほうで採用しないほうがい

いというようなご意見もいただいておりますので、

かなり実際には踏み込んだ意見をいただいた形で

の選定は可能かと考えております。 

  以上です。 

○田村委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ほかに討議すべき内容がないようで

したら、ここで議員間討議と併せて質疑も終了し

たいと思いますが、ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第89号 那須塩原クリーンセンター長期包

括運営事業者等選定委員会条例の制定については、

原案のとおり可決すべきものとすることに異議ご

ざいませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第89号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 次に、建設経済常任常任委員会を予

算常任委員会（第三分科会）に切り替えて審査を

行います。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○大野廃棄物対策課長 （議案第104号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 先ほど委員のほうから似たような質疑

が出ていたと思うんですけれども、選定委員会の

委員さんに提出する資料等、これがこの５年間の

実績があって、先ほど課長のほうから説明があっ

たとおり、ほかの業者からいろいろな提案が出て

くるということで、今大体市としては実績値は今

の自分たちのクリーンセンターを見て行っていく

しかなく、これから新たな情報はその審査委員の

方々に聞くと思うんですけれども、そういった情

報も操作性がないようにこういう基準を作ろうと

いったときに市側としてはしっかりと意見を持っ

てやっていくものなのかをちょっと確認したいん

ですけれども。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 市側としましては、やはり

現在コンサルのほうに委託しているんですけれど

も、その中で実際どうしても今回は長期包括の中

とプラス基幹系の改修の工事もございますので、

そういった中では既存の今やっています業者のほ

うともやり取りをしながらという形にはなるんで

すが、そちらのほうに関しましてもかなり市の意

見のほうも伝えまして、またコンサルタントのほ

うにも別な自治体の事例ですね、それをかなり集

めていただきまして、金額的に変な点ですとかそ

ういったことがないようにかなり今現在でも精査

を進めていますので、それを加味した上で委員さ

んのほうにそういった情報を提供してさらに審査

していただくような体制はとれるかというふうに

考えております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 似たような意見なんですけれども、そ

の例えば市民から寄せられてきたこの５年間の間

にいろいろなモニタリングも含めてなんですけれ

ども、そういったのも間違いなく選定の委員さん

たちには伝えてやるということでよろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 委員ご指摘のような内容に

関しましても運営上の部分になろうかと思います

ので、しっかり伝えていきたいというふうに考え

ております。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  副委員長。 

○益子副委員長 ご説明ありがとうございました。 

  １点ご確認したいところがありましてお伺いい

たします。 

  この委員報酬、先ほどの説明の中で、５名とい

うふうな委員の内容があったと思うんですが、５

名中この委員報酬は何名の予定なのかお伺いいた
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します。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 ５名中１名を市の職員と想

定しておりますので、４名ということになります。

ですので、非常勤の報酬が１万5,000円掛ける４

名で６万円、旅費に関しましては東京を想定しま

して、４名掛ける往復で１万1,000円の４万4,000

円の計上させていただいております。 

  以上です。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、今オミクロン株が出てき

ていてコロナ対策に関してこれ旅費とか計上して

いますけれども、例えばこれ年度内にやるとなっ

たらオンラインも検討していくということでよろ

しいですか。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 やはりコロナ禍は状況状況

によってしまいますので、オンラインの場合も想

定はしていかなくてはいけないというふうに考え

ております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、要は年度内に必ず行うと

いうことでよろしいでしょうか。すみません、確

認です。 

○田村委員長 課長。 

○大野廃棄物対策課長 スケジュール的には必ず一

度はやらないと事業のほうが停滞しますので、必

ず行いたいというふうに考えております。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、委員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  廃棄物対策課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２３分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎気候変動対策局の審査 

○田村委員長 ただいまから気候変動対策局の審査
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に入ります。 

  気候変動対策局の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、局長から御挨拶をお願いいたします。 

  局長。 

○黄木気候変動対策局長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 気候変動対策局については、建設経

済常任委員会に対する付託案件がありませんので、

建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分科

会）に切り替えて審査を行います。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○黄木気候変動対策局長 （議案第104号について

説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 国の補助メニュー、もう１回説明いい

ですか。ちょっと分かりづらかったのでお願いし

ます。 

○田村委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 当初この対象となる事業、

これは再生可能エネルギーの導入目標等の設定の

事業だったんですけれども、この補助の対象にな

るかどうかちょっと不明確だったんですね。です

からとりあえず単費で計上しておきました。昨年

度末から今年度へかけて補助事業に合致できるよ

うな事業であることが自分らが確認できたので、

補助を申請し、採択された、その結果、歳入予算

が増えたので、今回補正をするというような内容

になります。 

○田村委員長 いいですか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると当初なりに単費で一般会計

のほうで予算計上していたものがこれが入ったと

いうことになるので、今回歳出のほうは特段提出

していないという認識でよろしいんですね。 

○田村委員長 局長。 

○黄木気候変動対策局長 ほかの事業もろもろ含め

てなんですが、入札の結果とかあるので、そうい

うのについては年度末でまとめてやりますけれど

も、おっしゃったように事業が新しく増えたもの

ではございません。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計
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補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  気候変動対策局所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○田村委員長 次に、産業観光部の審査に入ります。 

  初めに、産業観光部長から御挨拶をお願いしま

す。 

  部長。 

○冨山産業観光部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○田村委員長 それでは、ただいまから農務畜産課

の審査に入ります。 

  農務畜産課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 農務畜産課については、建設経済常

任委員会に対する付託案件がありませんので、こ

こで建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三

分科会）に切り替えて審査を行います。 

  それでは、議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○渡辺農務畜産課長 （議案第104号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 先ほど廃棄物対策課のところでもちょっ

とその他の欄でお聞きしたところなんですが、今

回の歳出の中の４款衛生費、１項５目環境保全費、

ここの中の放射能対策費についてお伺いしたいと

思います。 

  この中で新規のこの農業系特定一般廃物処理費

として539万9,000円ということで歳出が計上され

ておりますけれども、この予算は農家の保管、こ

れは何か所分に相当するか分かりますか、運搬費

として。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 こちらの予算計上の内訳です

が、まず作業の内訳としまして、農家からクリー

ンセンターに運搬しているのが国、環境省のほう

で進めておりまして、今回うちのほうで計上して

いるのは、クリーンセンターに運搬された後、ク

リーンセンター内の焼却炉へ投入するまでの作業
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の業務量になりますが、まず国のほうで令和３年

度内に農家さんからクリーンセンターに運搬する

農家さんの数、こちら8,000ベクレル以下と8000

ベクレル超、重複する農家さんもいるんですけれ

ども、トータルでいうと農家さん26農家になりま

して、そのうち令和３年度中に混焼、焼却する農

家さんの数は８軒半になります。残りの運搬のほ

うは、令和４年度中に国のほうが運搬を令和４年

度に27軒行って、農林畜産課のほうのまた計上を

令和４年度で31軒半を令和４年度に混焼するとい

うことになります。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤委員 今お伺いしましたけれども、ちょっと少

し分かりにくかったので、この予算はまず国の予

算で農家からクリーンセンターまで搬出すると、

そこからクリーンセンターの中で整備するような

予算ということでよろしいんですね、この539万

9,000円というのは。それとも農家から実際に運

搬する業者に払う費用ではないと。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 運搬のほうですね、今農家か

らクリーンセンターに運んでいる、これは国の予

算で国が執行しております。クリーンセンターに

運んだ後、そこからクリーンセンターの焼却炉へ

物を積み込み運搬する、その部分が農務畜産課の

役割になります。 

○田村委員長 ほかに質疑はございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 先ほど前処理の話があったと思うんで

すけれども、そちらの費用に関しては、後の特別

交付税で措置されるという話がありました。今回

のすみません、歳入の498万9,000円は、何に使う

ためにいただいたものかもう一度お聞かせ願えれ

ばと思うんですけれども。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 今回歳入で計上しております

498万9,000円ですが、まず一つが歳出のほうに計

上しております先ほど申し上げた農業系廃棄物の

処理と農業系廃棄物の放射性物測定ですね、合計

すると721万2,000円になりまして、これの２分の

１が国のほうから補助金になっています。約360

万円ですね。それ以外に今回歳出予算には計上し

てないんですけれども、今回農業系の廃棄物を焼

却するということで、実際そのクリーンセンター

で係る維持管理費も要は農業系廃棄物を焼却しな

ければ発生しないだろうと見込まれる維持管理で

すね、その分を計算をしまして、その計算した結

果、焼却とあと埋立処分、その辺の費用を見込み

まして、約276万円ほど維持管理費がプラスにな

るという見込みがありますので、その半分138万

円ぐらいになりますが、それを合計した金額が

498万円今回補助金が入ってくる予定の金額にな

ります。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、説明は分かったんですけ

れども、この放射能の対策として行うこの事業自

体は国が全部持つというイメージがあったんです

けれども、その２分の１になってしまうのは何で

かというのをもう一度聞いてもよろしいですか。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 国の補助金の性質上、補助率

が２分の１に設定されておりまして、残りは補助

金でなくて全て特別交付税のほうでみますよとい

うことでした。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、のみ込めなくて意味が分

かりました。 

  先ほど説明がありましたこの新規の前処理から

この間いろいろヒアリングしたときにも皆さんで

意見交換のときにも言っていたと思うんですけれ
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ども、燃やせる量が清掃センター内で分別された

後に焼却炉にいくと思うんですが、そこの運搬す

るトラックは特別に使うものなのか、今多分清掃

センターには平ダンプしかないと思うんですよね。

わらだとそのまま持っていくときに風の影響を受

けるというイメージがあるんですけれども。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 施設内で使用するダンプとい

うことなんですが、こちらは今回のこの業務委託

の中で４ｔダンプを事業所のほうに用意していた

だきます。運搬の作業につきましては、テント内

で作業しまして、そこから計量棟を通ってピット

に入れる形になりますが、運搬の際にはシート等

で当然飛散のないような処理を行いながら運搬を

考えております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これも前聞いたんですけれども、時間

はいつやるのか。お客さんが、市民が来ている最

中に運ぶのか、夜の時間帯に安全にやるのかとい

うのも確認したいと思います。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 こちらの運搬でございますが、

大体混焼率２％から10％で今のところ考えており

ます。これは、当然飛灰と、あと排ガスの影響の

ない量ということで考えているんですが、それで

計算しますと、大体１日２ｔから10ｔ程度の運搬

になります。ですので、時間等、お客様の多い少

ない見ながら、あとはクリーンセンターのピット

の状況を見ながら、ちょっと相談しながら運搬の

ほうをしていきたいと考えております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 8,000ベクレル以下なので、人体には

影響がないということは分かっているんですけれ

ども、やっぱり気持ち悪がられるものであるので、

その後クレーンで混焼なので混ぜるんですよね。

そうすると、上からばたばたと落とすので、扉が

開いている状態で作業していると、それが全て逆

流してくるというのもあるので、なるべく時間帯

は夜のほうがいいかなと思うんですけれども、そ

の辺はどうでしょうか。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 夜間の搬入、搬出ということ

で意見いただいたんですが、搬入に際しましても、

やはりクリーンセンターのほうの維持管理事業者

の誘導、あと管理が必要になってきますので、や

はり搬入につきましては、時間内で行うのが適切

と考えているのと、あとは本当にお客様のいない

時間をちょっと検討しながら協議していきたいと

考えております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 事業の効率化を多分考えたんでしょう

けれども、そこまで国の一大案件の処分なので、

できればそこら辺まで考えて予算計上してもらい

たかったなというのが正直なところです。運んで

いるほうは何運んでいるか分からないかもしれな

いんですけれども、今トラック４ｔダンプが上が

っていって、ばっと捨てたやつはという話がどん

どん分かっていくと思うんですよね。その中で、

じゃ、どういうふうにセンターで職員が中で投下

続けている方々が止めるのかとか、今捨てている

のでという話になっちゃうと、多分住民の方が萎

縮とは言わないけれどもというのもあるので、も

し１回これで予算、多分この後通っていくかもし

れないんですけれども、そういった不安があるよ

うであれば、ぜひもう一度考えていただきたいと

も思うんですが、いかがでしょうか。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 今後12月以降入札、事業計画

ということになっていきますので、ちょっとその

中でも周りの状況を確認しながら協議していきた
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いと思います。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それじゃ、もう一つ下の段です。放射

能測定を週１回ということになっているんですけ

れども、こちら測る場所はどの辺になるんでしょ

うか。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 こちら測定箇所ということで

ございますが、クリーンセンター、まずは排ガス、

１号炉、２号炉ございますので、こちらの２か所

と、あと焼却した際の副産物としまして飛灰とス

ラグが出ますので、こちらを１つずつで、合計４

物質の測定を予算計上しております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、スラグと言っていたんで

すけれども、飛灰ともう一つ何でしたか、すみま

せん、お願いします。それで分かると思うんです

けれども。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 飛灰と、あとは灰の溶融化を

していますので、その溶融の際で溶融スラグの測

定を予定しております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、まだ溶融していないのか

と思っていたんで、スラグと言ったんでちょっと

止まっちゃったんですけれども、そこの物質は溶

かして問題はないということで認識でよろしいん

ですかね。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 今現在も、灰の溶融化施設、

稼動しておりまして、焼却灰の減量のために溶融

化という形で行っておりますので、そちらは継続

する形で考えております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、確認なんですけれども、

どこにも商品として出していないという確認でい

いんですよね、全部埋立てだけでということで。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 こちらの正式に廃棄物対策課

のほうのクリーンセンターのほうの事業で行って

いるところなんですが、今現在お話伺いましたと

ころ、販売等には回していないという形で伺って

おります。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、最後です。 

  これは、今燃やした後のという予算計上なんで

すけれども、今持ってきている状態でのテントの

中の安全管理としての数値の測定なんかは、こち

らの課ではやらないのか確認したいんですけれど

も。 

○田村委員長 係長。 

○大島畜産振興係長 こちらも廃棄物対策課、クリ

ーンセンターのほうの維持管理の中なんですが、

特措法に基づきまして、週１回テント周りの空間

の放射線測定は継続しているところでございます。 

○田村委員長 堤委員。 

○堤委員 今の質問にも関連するんですけれども、

クリーンセンターでの保管、農家の放射性廃棄物、

農業系の廃棄物は8,000ベクレル以下のものもあ

るし、8,000ベクレルを超えるものもあると。当

然、クリーンセンターの保管も8,000ベクレル以

下のものと、それを超えるものとの保管が分かれ

ているというのは認識はしておるんですけれども、

ただ単に8,000ベクレルという基準じゃなくて、

農家の中で大分前の再測定の結果ですけれども、

10万ベクレルを超えるものと15万ベクレルのもの

と、要するに２か所そういう農家の保管物があり

ますので、それらを単純に8,000Bqを超える保管

ということで、クリーンセンターで一緒に扱うの

はちょっと私はいかがなものかと思うんですけれ
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ども、作業上の安全も関わってくるところですの

で。 

  おまけに環境省の基準も10万ベクレルを超える

ものについては、別のもうちょっと厳しい基準で

資格を持った人がやるとか、そういう基準も定め

られているようですので、そこら辺を今後どうし

ていくか、ちょっと考えられておるのかどうかを

お聞きしたいんですが。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 クリーンセンターの中で保管

する場合も、やっぱり8,000ベクレルを超えても、

先ほど委員さんも言われた10万ベクレルぐらいの

ものと、本当に8,000に近いものとあるんですけ

れども、もちろんその辺はセシウムのベクレル値、

全部管理をしながら今後も継続して測定をしなが

ら管理をしていくようになっております。 

○田村委員長 ほかに質疑はございますか。 

  益子副委員長。 

○益子副委員長 御説明いただきました。 

  私は12ページのほう、中山間地活性化事業6001

事業についてお伺いいたします。 

  新規事業、中山間地域実践活動支援事業の内容

をお伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 12ページの中山間地域活性化

の実践活動支援事業です。 

  こちらの内容ということでございますが、こち

ら具体的には、現在、塩原地区を想定しておりま

して、塩原地区の地域資源、例えば高原野菜とか、

あとはちょっと農業面で申しますと耕作放棄地と

か、そちらを活用してイベントを行ったり、あと

耕作放棄地の再生についていろいろ協議をしたり、

それを行っていくための事業ということで、塩原

地区のアウトドアとか、あとは観光関連の業者が

集まって一応協議会を設定して、そちらの協議会

と県のほうで協議をしながら進めていく事業です。 

○田村委員長 益子副委員長。 

○益子副委員長 お伺いいたしました。 

  塩原地区ということであったんですが、その他

の地区からは、そういったイベント等をやりたい

というようなお話はなかったのかをお伺いいたし

ます。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 今回今年度の栃木県北地区と

か農業振興事務所管内の補助のほうが、一応採択

が市内で１件というところで、今回、塩原地区が

初めて手を挙げたというところで、今、塩原地区

と進めているということでございます。 

○田村委員長 益子副委員長。 

○益子副委員長 今、県との採択の中で塩原地区と

いうようなお話でございましたが、この内容をさ

らに充実していくお考えなのかお伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 この事業につきまして、来年

度以降どのような形のほうで県のほうの補助の要

綱等、進んでいくかまだ確定していない部分もあ

るので、その辺は今後もちょっと県と協議しなが

ら、この事業をもうちょっと進展させるかどうか

についても検討していきたいというところでござ

います。 

○田村委員長 益子副委員長。 

○益子副委員長 さらに伺ってまいりますが、これ

を塩原地区で得たものを、本市の全体に波及させ

ていく考えもあるのかを併せてお伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○渡辺農務畜産課長 今回の塩原地区の事業を他の

地区でも発展させていくのかということでござい

ますが、塩原地区とほかの地区ではちょっといろ

んな地域資源についても条件が違うところはある

とは思うんですけれども、それを活用できるとこ
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ろは、例えば耕作放棄地も含めてですけれども、

その辺はほかの地区にも波及させていければとい

うところでは考えています。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○田村委員長 ただいまから商工観光課の審査に入

ります。 

  商工観光課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９８号の説明、質疑、討

論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第98号 那須塩原市

企業立地促進条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第98号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 説明聞いたところは理解したんですけ

れども、第１条のところに立地及び定着と、今回

言葉を追記しているんですけれども、こちらの言

葉を入れた理由、そちらをお聞きしたいと思いま

す。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 こちらが改めて改正として出

したところなんですが、我々企業を誘致していく

中で、当然このカーボンニュートラルと新たな企

業を受け入れたい、受け入れるというところもあ
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るんですが、既存の企業様、こちらについてもい

ろいろな設備投資等をしていただいている中で、

当然今ある企業もそこから離れないように定着を

希望としてお願いして、これから業務をしていき

たいというふうな形で、今回、第１条にこの定着

という言葉を使わせていただきました。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 立地を促進する条例の中に定着だった

んで、立地をした後の定着かなというイメージを

持っていたんですけれども、今の言い方だと既存

の事業者という言葉だったんですけれども、もう

一度確認したいと思います。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 言葉足らずですみません。 

  委員おっしゃるとおり、今ある企業を併せて、

こちらに来ていただく企業の定着を図るという意

味でございます。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  益子副委員長。 

○益子副委員長 御説明ありがとうございました。 

  改正で、カーボンニュートラルの実現に資する、

この項目を入れた経緯を改めてお伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 先ほどの説明と少しちょっと

被ってしまうんですが、本市のほうでＣＯ２ゼロ

宣言、昨年、一昨年前という形で12月３日に宣言

した中で、今回、企業誘致という形で我々業務を

進めている中なんですが、市の方針としてこのカ

ーボンニュートラルという部分、ＣＯ２ゼロ宣言

2050年度までに本実現に向けて、やはりこちらに

誘致する企業に対してもそういった形でそれに取

り組む企業を積極的に誘致することが市の方針に

沿う流れになるのかなという形で、企業誘致にも

この規定を入れさせていただいたというところで

ございます。 

○田村委員長 益子副委員長。 

○益子副委員長 御説明ありがとうございます。 

  そうしますと、本市が今後よりカーボンニュー

トラルに注力していくお考えなのかということで

確認をいたします。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 まず、企業誘致という形で、

当然雇用の充実であったり、魅力であったりとい

う第一義的なものがある中で、市の方針としてカ

ーボンニュートラルに取り組む企業も積極的に取

り入れていきたいという考えでございます。 

○田村委員長 そのほかに質疑はございますか。 

  堤委員。 

○堤委員 先ほどのカーボンニュートラルの関連で、

アからエまでそれぞれ該当する企業の条件を掲げ

られておりますけれども、これらの企業、当然会

社ですから、製品をいろいろ作っている中でも、

一部のこういうものを少しでも作っておれば対象

とするのか、何かそういう基準は設けられており

ますか。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 細かい基準は、これから規則

をつくる中にという形もあるんですが、まず、ア、

イ、ウ、エ申し上げますと、まず、アにつきまし

ては、主に工場の屋根に太陽光パネルを設置して

蓄電池等を利用しながらカーボンフリー電力を使

用すること、カーボンフリー電力を調達する企業、

こちらを想定しております。売電を行う場合とい

うのは対象外という形で考えています。イとウに

つきましては、国のグリーン戦略の中で重要な産

業というのが掲げられまして、その中で、本市の

実情に合った産業というのをまずピックアップし

ております。イで申し上げるならば、イは電化や

畜電化における成長分野、ウは技術を用いて低炭

素化を図る分野、そして、最後、エにつきまして
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は工場のスマート化に取り組む企業という形で、

大きな方針イメージの中でその部分を決めている

ところでございます。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、同じところなんですけれ

ども、13項のイ、電動車というタイトルになって

いるんですが、今、最先端技術としてはまだ地方

には来ていないんですけれども、水素を使った環

境エネルギー、環境の車があると思うんですが、

そこが明記がここに含んでいるという解釈でいい

のかどうか、電動車ではないと思うんですけれど

も、その辺はどうお考えかお伺いしたいと思いま

す。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 委員おっしゃるとおり、水素

電池というのは非常に重要な分野になっておりま

すので、こちらの中ではイの部分の中で蓄電池と

か再生可能エネルギー、そして水素というところ

で規定はしておりますので、この燃料電池の水素

というのも電動車の中には含めているというよう

な形で記載をしております。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 括弧がかかっていないような気がする

んですけれども、だから、水素は作る会社という

ふうにこれだと読めちゃうんですけれども、上で

言うと再生可能エネルギーの地産地消ということ

は、例えば太陽光を置けば、それを地産地消で会

社で使うということですよね。ただ、環境エネル

ギーとしては、水素自体まだ水素ステーションと

かできませんけれども、そういったものも使って

いれば、企業としては推進しているよという解釈

になると思うんですけれども、その辺はどうお考

えかお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 この例規の規定の中で、電動

車の中で（専ら）という形で記載をまずしており

ます。ちょっと今の説明、言葉足らずで申し訳ご

ざいません。その中で、電気を電力源とする自動

車、あと燃料電池、その他先進的な技術を用いた

電池、これは水素を用いた電池という形で読み込

んでおりますので、ちょうど括弧書きの中でそれ

を規定して決めさせていただいたというところで

ございます。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第98号 那須塩原市企業立地促進条例の一

部改正については、原案どおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第98号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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  ここで、建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第104号 令和３年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○高久商工観光課長 （議案第104号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 ただいま最後に説明いただいた商工費

雑入の原発の東電賠償金、平成23年ということで、

今賠償金が支払われたんですけれども、こういっ

た請求はまだまだ残っているのかどうか、お伺い

したいと思います。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 大分時間が経過したので、商

工観光課で所管している分につきましては、これ

をもちまして完了というところでございます。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

  堤委員。 

○堤委員 13ページの７款商工費、２項２目観光振

興費のシェアサイクル運用、これ契約が完了した

ということで減額ということなんですか。その経

緯を教えていただきたい。 

○田村委員長 課長。 

○高久商工観光課長 シェアサイクル事業について、

今実証という形で事業を実施しておりまして、昨

年８月から事業を行って、今年度にも継続してや

っているところなんですが、当初予算額として自

転車を置く場所のカーポートという部分とか、自

転車の台数とかというのを、昨年度ちょっと見直

しを予算額から最終的にかけて、最終的な契約が

今年度の決定した額に基づいて減額をしたという

ところでございます。 

○田村委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  商工観光課所管の審査事項は以上となります。 
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  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○田村委員長 続いて、建設部の審査に入ります。 

  初めに、建設部長から御挨拶をお願いします。 

  部長。 

○関建設部長 （挨拶。） 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○田村委員長 ただいまから都市計画課の審査に入

ります。 

  都市計画課の皆さん、お疲れさまです。 

  都市計画課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り替

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木都市計画課長 （議案第104号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 歳出の８款土木費、４項１目都市計画総

務費の宅地耐震化推進事業費の委託料、これは塩

原３地区と板室１地区ということですが、具体的

な場所を教えていただけますか。 

○田村委員長 課長。 

○鈴木都市計画課長 具体的には、塩原地内２か所、

中塩原地内１か所、塩原だけで３か所です。あと、

板室地区が１か所となっているんですが、全て民

有地となっておりますので、県のホームページ等

にはマップが記載されております。ただ、個人情

報等もありますので、この場ではちょっと具体的

な場所までは差し控えさせていただきたいと思い

ます。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  都市計画課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午前１１時５７分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○田村委員長 ただいまから都市整備課の審査に入

ります。 

  都市整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１００号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第100号 公の施設

の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子都市整備課長 （議案第100号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第100号 公の施設の指定管理者の指定に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第100号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第101号 公の施設

の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子都市整備課長 （議案第101号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 この101号のほうの指定管理者の話の

説明なんですけれども、前回はこの同じような組

合プラス何か共同企業体だったような気がするん

ですけれども、それが抜けてここの１つの団体に

なって多分参画されたと思うんですけれども、そ

の状況については、市としては別に何とも思わな

かったというのが確認したいのが１つと、あとも

う一つ、応募団体が１つしかない、この件につい

てどう考えているのか、２点お伺いしたいと思い

ます。 

○田村委員長 課長。 

○増子都市整備課長 こちらの団体については、今

委員のほうからあった前回の相手方と機能的には

同一の団体でございます。そちらについて、今回

結果として見ますと、こちらの団体１社のみの応

募という形にはなりました。 

  我々も広く競争相手を募るというような観点か

らも、募集の範囲は広く求めたわけですけれども、

結果としてこちらが唯一の団体であったというと

ころで、相手方もまず経験値があること及び県営

住宅においても同様の指定管理者となっているこ

と等々で、かなり管理のノウハウを持ち合わせて

いるというようなところもあって、１社でも問題

がないというふうに判断した次第でございます。 

○田村委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 公の施設の指定管理者の指定に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  ここで、建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、



－98－ 

討論、採決 

○田村委員長 議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子都市整備課長 （議案第104号について説

明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 ２点ほどあるんですけれども、まず公

園維持管理費の先ほど公園測量、境界の未確定が

あるということだったんですが、今までこれ借地

で借りているのに、こういった部分がまだ残って

いるのかお伺いしたいと思います。 

○田村委員長 課長。 

○増子都市整備課長 こちら黒磯公園においては、

この部分を確定すれば全部確定するということに

なります。 

○田村委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解いたしました。 

  続きまして、債務負担行為のところなんですけ

れども、先ほど条例のほうは承認されましたが、

この価格に関しては、前回、今年度までやってい

る事業費に対して、前回と差額は幾らぐらいある

のかお伺いしたいと思うんですけれども、市営住

宅のほうです、すみません。 

○田村委員長 課長。 

○増子都市整備課長 基本的なまず内容等は、変更

はございません。しかしながら、金額ですと、ち

ょっと額の伸び率ということだと思うんですけれ

ども、大方3,000万程度の増額となっております。

こちらの理由については、やはり現在の人件費の

上昇等々に伴う経常的なコストが上乗せになって

いるというようなところでございます。 

○田村委員長 その他、質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  都市整備課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時０９分 

 

再開 午後 零時１１分 
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○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○田村委員長 ただいまから道路課の審査に入りま

す。 

  道路課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０３号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第103号 市道路線

の認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○君島道路課長 （議案第103号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第103号 市道路線の認定については、原

案のとおり可決すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第103号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  ここで、建設経済常任委員会を予算常任委員会

（第三分科会）に切り替えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○田村委員長 議案第104号 令和３年度那須塩原

市一般会計補正予算（第９号）を議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○君島道路課長 （議案第104号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和３年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  道路課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時２２分 

 

再開 午後 零時２７分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○田村委員長 ただいまから建築指導課の審査に入

ります。 

  建築指導課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の説明、質疑、討

論、採決 

○田村委員長 それでは、議案第94号 那須塩原市

手数料条例の一部改正についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪建築指導課長 （議案第94号について説明。） 

○田村委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  益子副委員長。 

○益子副委員長 御説明いただきました。 

  １点、御確認いたします。 

  この改正により、市民や利用者、また行政の効

果はどのようなものか、お伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 市民への効果ということです

けれども、もともと建築物を建築する方の中の住

宅を建てる方で、なおかつ長期優良住宅の認定を

取る方が今回の対象となってきます。先ほど申し

上げたとおり、12年間で1,230件、年間でいいま

すと約100件の方が審査に出てくるわけなんです

けれども、こちらの申請、先ほども説明したとお

り、ほぼ全てが民間機関を経由してきているとこ

ろであります。 

  今回、一戸建ての住宅については1,000円また

は2,000円安くなっていますけれども、場合によ

っては、民間機関で審査手数料が上がる可能性も

ありますし、金額的な部分で言いますと、今のと

ころ何とも言えないような状況であります。 

  ただ、この長期優良住宅、またこの辺の手続に
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関しましては、今、国のほうで中身について、い

わゆる技術的な部分に関しても国のほうで今改正

を考えているようなところがございますので、今

後市民にとっては、それなりの影響が出てくるか

と考えております。 

  以上です。 

○田村委員長 益子副委員長。 

○益子副委員長 御説明ありがとうございます。 

  それでは、関連でもう一点確認なんですが、こ

れを周知する方法などはどのような方法を考えて

いるのかをお伺いいたします。 

○田村委員長 課長。 

○三輪建築指導課長 周知そのものとしましては、

市のホームページに金額のほうが掲示させていた

だいておりますので、こちらにつきましても、改

正後の金額を市としては掲示したいと考えており

ます。 

  ただ、この長期優良住宅の認定につきましては、

当然、建築士、住宅メーカー、建築に関わる関連

会社はもう既に周知済み、また知り得ている情報

でありますので、市民はそちらから情報を取得で

きるかと考えております。 

  以上です。 

○田村委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○田村委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○田村委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第94号 那須塩原市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○田村委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第94号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  建築指導課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時４４分 

 

再開 午後 零時４６分 

 

○田村委員長 休憩前に引き続き委員会を再開しま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○田村委員長 以上で今定例会議における委員会の

議事日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるよう、お願

いいたします。 

  これをもちまして、建設経済常任委員会を閉会

いたします。 
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  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時４７分 
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